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令和５年度 

仙南地域広域行政事務組合職員採用試験実施要綱 

令和５年６月26日  

仙南地域広域行政事務組合  

 

令和５年度仙南地域広域行政事務組合職員採用試験を次のとおり行います。 

 

１ 試験区分及び採用予定人員 

試 験 区 分 職  種 採用予定人員 職務内容 

初  級 

（高校卒業程度） 

行  政 ２名程度 一般事務、衛生処理施設における技術的業務、

文化施設における文化事業の企画・実施の業務

に従事します。 
行政(社会

人経験者) 
１名程度 

消  防 ７名程度 
消防署等において、消火・救助・救急等の災害

現場活動、火災予防等の消防業務に従事します。 

 

２ 受験資格 

 (1) 年齢・資格 

職  種 受   験   資   格 

行  政 平成11年４月２日から平成18年４月１日までに生まれた方 

行政(社会人

経験者) 

平成５年４月２日から平成11年４月１日までに生まれた方 

直近５年（平成30年４月１日から令和５年３月31日まで）中に実務経験(注)

を２年以上有する方 

消  防 

平成11年４月２日から平成18年４月１日までに生まれた方 

第１種普通自動車運転免許（オートマチック車限定を除く）を取得している

方又は採用から６ヶ月以内に取得見込みの方（採用後、将来的に消防車両を

運転することから、準中型以上の免許取得を推奨します。） 

採用され勤務地に配属された場合は、当消防本部管轄区域内に居住できる方 

（注）実務経験とは、会社員、団体職員及び公務員等として、週35時間以上の勤務を１年以

上継続して勤務した経験（アルバイト、臨時職員は除く。）が該当します。 

（注）勤務経験が複数の場合は、実務経験として通算することができます。ただし、同一期

間内に複数の職務に従事した場合は、いずれか一つの職歴に限ります。 

なお、個々の継続した勤務経験が１年未満の場合は実務経験として通算できません。 

（注）在職中に連続して３か月を超えて職務に従事していない期間（産前産後休暇を除く。）

は、実務経験から除きます。 
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（注）採用までの間において、職務経験期間の確認のため、職歴証明書等を提出していただ

きます。提出時期は、別途案内いたします。 

 

(2) 次のいずれかに該当する者は、(1)の要件を満たしていても受験できません。 

  ア 日本の国籍を有しない者 

  イ 禁錮
こ

以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなる

までの者 

  ウ 仙南地域広域行政事務組合職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を

経過しない者 

  エ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団

体を結成し、又はこれに加入した者 

 

３ 試験の日時及び場所 

区 分 第 １ 次 試 験 第 ２ 次 試 験 

日 時 
令和５年９月17日（日） 

午前10時～午後３時 
令和５年11月上旬頃 

場 所 

仙南地域広域行政事務組合総合庁舎 

３階 会議室 

(宮城県柴田郡大河原町字新青川１番地１) 

第１次試験合格者に通知します。 

   ※第２次試験は、第１次試験の合格者に対して行います。 

   ※第２次試験の詳細については、第１次試験の合格者に別途通知します。 

 

４ 試験内容 

 (1) 第１次試験 

試 験 区 分 内          容 

教 養 試 験 

社会、人文及び自然に関する一般知識並びに文章理解、判断推理、数的推理及

び資料解釈に関する一般知能について、択一式による筆記試験 

（全職種共通・２時間） 

各 種 検 査 

行政(社会人

経験者含む) 

公務員に求められる資質に関し、よく使われる面接評価項目に

関連する性格傾向の面からみる検査（20分） 

消  防 消防職員としての適応性を性格的な面からみる検査（20分） 

作 文 試 験 文章による表現力、内容構成等の能力についての筆記試験（１時間） 
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 (2) 第２次試験 

試 験 区 分 内          容 

面 接 試 験 公務員としての適格性についての個別面接による人物面からの試験 

身 体 状 況 

健康診断書に基づき、職務遂行上必要な健康度を有しているかについて審査

します。 

なお、消防については、上記に加えて、次の基準を満たしているかを審査し

ます。 

【基準】 

身長：男性 おおむね160㎝以上 女性 おおむね155㎝以上 

体重：男性 おおむね50㎏以上 女性 おおむね45㎏以上 

胸囲：身長のおおむね２分の１以上 

視力：矯正視力を含み両眼で0.7以上、且つ一眼でそれぞれ0.3以上である

こと。 

聴力：左右とも正常であること。 

体 力 検 査 

（消 防） 
消防業務遂行上必要な体力についての検査を行います。 

身 上 調 査 受験資格の有無及び受験申込書記載事項の真否等に関する調査 

 

５ 申込受付期間・受験手続等 

受 付 期 間 
令和５年７月３日（月）から令和５年８月３日（木）まで（必着） 

午前８時30分から午後５時まで （土曜日、日曜日及び祝日は除く。） 

申込用紙の

取 得 方 法 

 

１ 仙南地域広域行政事務組合ホームページからダウンロード 

〔ホームページアドレス〕https://www.az9.or.jp/kumiai/saiyou.html 

２ 仙南地域広域行政事務組合総務課（下記宛先）まで、郵便で請求 

〔宛先〕仙南地域広域行政事務組合 総務課 

〒989－1264 宮城県柴田郡大河原町字新青川１番地１ 

※郵便で請求する場合は、当組合宛ての封筒の表面に希望する職種により、

「行政採用試験申込書請求」、「行政（社会人経験者）採用試験申込書請求」

又は「消防採用試験申込書請求」と朱書きし、120円切手を貼った返信用

封筒（Ａ４判が入る規格内封筒）に自身の住所、氏名を明記したものを同

封してください。 

３ 仙南地域広域行政事務組合総務課において直接取得 

申 込 方 法 

申込書に必要事項を記入し、所定の箇所に写真を貼り、仙南地域広域行政事務

組合総務課に下記の方法で提出してください。 

１ 郵送で申込書を提出する場合は、当組合宛ての郵送封筒表面に「受験
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申込み」と朱書きし提出してください。到着次第、受付を行い、郵送で受

験票を交付します。受験票の交付（郵送）に必要な郵便はがきを忘れずに

同封してください。なお、郵便はがきに替わる台紙を用いて受験票の交付

を希望する場合は、郵送に必要な63円切手を忘れずに貼付してください。 

２ 持参して申込書を提出する場合は、その場で受付し受験票を交付しま

す。郵便はがきや63円切手は必要ありません。 

※ 令和３年10月から郵便局による配達日数が繰り下げられていますので、

郵送による申込みは、日程に余裕をもって行ってください。 

受 験 票 

の 交 付 

受験票は受付順に交付します。郵送の場合で８月16日までに受験票が手元に届

かない場合は、仙南地域広域行政事務組合総務課に問合せをしてください。 

 

６ 合否結果の発表・採用時期 

合否結果の

発 表 

第 １ 次 試 験 

令和５年10月中旬 

（仙南地域広域行政事務組合掲示場に掲示するほか第１次試

験受験者全員に通知します。） 

第 ２ 次 試 験 

令和５年11月中旬 

（仙南地域広域行政事務組合掲示場に掲示するほか第２次試

験受験者全員に通知します。） 

採 用 時 期 令和６年４月１日付けで採用します。 

 

７ 給 与 

 (1) 初任給は、高校卒業直後に採用された場合、行政は154,600円程度、消防は174,500円程度

となるほか、組合条例等に基づき、学歴、職歴等により調整のうえ、決定されます。 

(2) (1)のほか、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当等が、それぞれの要件により

支給されます。 

 

８ 試験結果の情報提供 

この試験の結果については、口頭で情報提供することができます。（次の表を参照） 

情報の提供を受けようとする場合は、受験者本人が、受験票又は本人であることを証明す

る書類（自動車運転免許証、個人番号カード、学生証、その他の官公庁が発行する写真付きの

証明書）を持参のうえ、月曜日から金曜日までの午前９時から午後５時まで（休日を除きます。）

の間に、次の表の提供場所に直接おいでください。 

なお、採点結果に係る文書の閲覧を希望するときは、個人情報の保護に関する法律（平成 

15年法律第57号）に基づく文書開示の手続きが必要となります。 

また、電話、電子メール等による情報提供は行いませんので御了承願います。 



- 5 - 

 

試験 情報を受けるこ

とができる者 

情報提供できる内容 受付期間 提供場所 

第１次 

試 験 

第１次試験 

受験者本人 

教養試験の設問すべて

正答時の点数及びこれ

に対する受験者の点数 

第１次試験合格

者に関する告示

日から30日間 

仙南地域広域

行政事務組合

 総務課 

 

９ その他 

 消防試験に合格し採用された者は、約１年間宮城県消防学校に入校し、消防吏員としての基

礎知識を学びます。 

 

 

 

 

     

 

白石川 

 

至 村田町 

大河原小 ● 

大河原中 ● 

大河原駅 

大河原局 〶 

みやぎ県南 
中核病院 ● 仙南地域広域 

行政事務組合 
(大河原消防署) 

●えずこホール 

国道４号 

 

至 仙台 

至 白石 

ＪＲ東北本線 

至 白石市 

■ 

宮城県大河原 
警察署 ● 

     ● 
菓匠三全 

受験手続その他職員採用試験に関する問い合わせ先 

仙南地域広域行政事務組合 総務課 

〒989-1264 宮城県柴田郡大河原町字新青川１番地１ 

TEL：0224-52-2628 ／ E-mail：soumuka@az9.or.jp 

試験会場案内図 

至 仙台市 


